
公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

１　基本情報（現年７月１日現在）

２　出資等の状況（直近の決算現在）

（単位：千円）

※「出資等」とは、地方自治法に基づく「出資又は出捐」をさします。

※「資本金等」とは、地方自治法に基づく「資本金、基本金その他これらに準ずるもの」をさします。

【内訳】

※四捨五入の影響で、割合の合計が100％にならないことがあります。

※一定の同質性がある場合や割合上位５者以外は、まとめていることがあります。

※まとめた場合、順位は「―」としており、まとめた者の中で最も高い出資割合は備考をご覧ください。
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袖ケ浦市 020,000

0100,000

左記全体に
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年月日

設立の経緯
団体の略歴

出資等の合計

該当なし

該当なし

資本金等の
金額（千円）

20,000

20,000

　当団体は、昭和49年の設立以来、環境行政の補
完的役割を果たすため、設立の趣旨に則り環境保
全活動の推進や環境保全に関する調査・分析及び
浄化槽法定検査など各種事業の拡充を図ってき
た。
　環境保全活動の推進にあたっては、地球温暖化
対策に係る普及啓発や、ちば環境再生基金の管理
運営を通じて市町村や市民団体等の自主的な環境
保全活動の推進を図るとともに、千葉県いすみ環
境と文化のさとセンターの指定管理を受託して環
境学習の機会の提供に取り組んでいる。
　また、環境保全に関する調査・分析にあたって
は、出捐する４市や事業者等からの依頼に応じ
て、大気・水質・土壌等の調査分析、環境影響評
価等を実施している。
　引き続き、環境行政を補完する中立的立場の調
査機関として、公益性の高い事業や事業者等から
の依頼に応じて各種環境関係事業に取り組み、健
康にして豊かな郷土の建設に寄与していく。

資本金等以外の
金額（千円）

団体名 （県）所管所属

代表者
職氏名

電話番号

100,000

左記割合の
順位

１位

１位

直近の決算
承認日

所在地

環境生活部環境政策課

043-223-4649

令和5年6月13日

一般財団法人千葉県環境財団

理事長　葉岡部　循一

千葉市中央区中央港1-11-1

043-246-2078

https://ckz.jp/

昭和49年12月25日

【設立趣意等の経緯】
　設立当時、京葉工業地帯の造成と大都市周辺における人口の急
増に伴い複雑化・広域化した公害問題に対応するため、各種汚染
物質の調査分析及び公害に関する知識の普及等を行うため、昭和
49年12月「財団法人千葉県公害防止協会」として設立。
　その後、自動車の排ガス汚染等の身近な問題から地球温暖化等
の地球規模の問題までもを取り込んだ広義の環境問題への懸念が
一般化したことを踏まえ、平成5年4月「財団法人千葉県環境財
団」に名称変更。
　平成24年4月、公益法人制度改革により「一般財団法人千葉県環
境財団」に移行し現在に至る。

【略歴】
S49.12 ｢財団法人 千葉県公害防止協会｣法人登記
H 5. 4 ｢財団法人 千葉県環境財団｣に名称変更
H24. 4 ｢一般財団法人 千葉県環境財団｣に移行

電話番号

団体ＨＰの
ＵＲＬ

　自然環境の保全、再生及び活用のための事業を行うとともに、
環境保全に関する調査研究及び知識の普及啓発を図り、健康にし
て豊かな郷土の建設に寄与することを目的とする。

備考
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

３　団体の主な事業（直近の決算現在）

千円 21,746 千円 0 千円 22,249 千円 21,879 千円 21,879 千円

千円 1,288 千円 258,327 千円 258,327 千円 153,503 千円

【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし

【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

【事業２】名称：ちば環境再生基金事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　県との連携のもと「ちば環境再生基金」の管理運営を行い、県民・事業者等から寄せられた募金を基に、県内市町村や市民団体等
が実施する自然環境の保全・再生や循環型社会づくりを推進する事業等に対して助成を行った。令和4年度の助成件数は90件。

【事業内容・実績】
①地球温暖化対策推進法に基づく県の指定機関である「千葉県地球温暖化防止活動推進センター」として、千葉県地球温暖化防止活
動推進員（以下、「推進員」という。）の募集、推進員委嘱対象者に対する研修会の実施、県民からの要望により開催する地球温暖
化対策推進のための研修会等への推進員の派遣（出前講座）、ＤＶＤの貸出や「地球温暖化防止活動の手引き」の作成などの業務を
実施した。令和4年度は108件の出前講座を開催し、2,474名が受講。
②環境省が定めた環境経営システム・取組み・報告に関するガイドラインに基づく制度である「エコアクション２１」の地域事務局
として県内事業者の認証登録とその普及活動を実施した。令和4年度の認証登録の受付件数は115件。

【公共性・公益性】
　千葉県地球温暖化防止活動推進センターは、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により、地球温暖化防止に貢献する県
民等の活動の促進に寄与している。
　エコアクション２１は、事業者がガイドラインに沿って環境への取組みを総合的に進めることに寄与し、ひいては県内の環境保全
の推進につながるものである。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

32,274

【事業３】名称：環境調査分析受託事業

503

有（補助金等）

【外部収入】

16,776 0

【公共性・公益性】
　ちば環境再生基金事業は、県内市町村や市民団体等が実施する自然環境の保全・再生や循環型社会づくりを推進する事業等に対し
て助成を行うことにより、各種環境保全に関する県民の自主的な活動の推進に寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

11,356 千円

【事業収支】 うち県からの収入【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入

千円 11,452 千円 20,822 千円 11,3560

【内部収入】

10,668 4,460

うち県からの収入うち行政からの収入

4,460

千円

【事業１】名称：環境活動推進事業

【県の財政支出の有無】

【事業区分】

千円千円千円

【事業収支】

▲ 6,108

補足説明 該当なし 有（委託料）無

千円千円千円

有（県内） 補足説明

278,658

【事業支出】

公益目的事業

【事業区分】 公益目的事業

うち県からの収入

▲ 19,043 千円

千円

【事業４】名称：公共施設等管理運営事業（千葉県いすみ環境と文化のさとセンター指定管理） 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　千葉県いすみ環境と文化のさとセンターの指定管理者として、当該施設の管理運営を行った。
　また、自然とのふれあいを通じた環境学習の機会の提供、及び里山文化の継承や環境学習に関する情報の提供を行った。

【事業収支】

【事業内容・実績】
　県、県内市町村、事務組合及び国から委託を受け、公共用水域における水質等監視業務や土壌・地下水汚染調査等、大気・水質・
土壌・悪臭・廃棄物等の調査分析を行った。

【公共性・公益性】
　中立的立場で大気・水質等の環境調査・分析を実施することにより、環境の保全及び公害による県民の健康被害の防止に寄与して
いる。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

有（県内） 補足説明 水質検査：（一財）千葉県薬剤師会検査センター 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入

【公共性・公益性】
　当該センターは千葉県環境学習基本方針に県の環境学習の拠点となる施設として位置付けられ、県や県内市町村、県民、学校、事
業者等の様々な主体と連携して各種環境学習の推進に関する取組みや情報提供を行い、自然環境の保全や生物多様性の推進に寄与し
ている。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

該当なし 有（委託料）
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

３－２　団体の主な事業（直近の決算現在）

千円

うち県からの収入うち行政からの収入

00千円0千円0千円 千円0千円0

【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

45,119 千円 69,579 千円 0 千円 114,698 千円 10,000 千円 0 千円

【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】

【事業１０】名称： 【事業区分】

【事業内容】 【県の財政支出の有無】

【事業収支】

【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

▲ 15,183 千円 182,414 千円 429 千円 166,802 千円 0 千円 0 千円

【事業９】名称：環境システム事業 【事業区分】 収益事業

【事業内容】
　公的機関、事業者等からの依頼により、動植物のモニタリング調査及び廃棄物処理施設増設に係る
環境影響評価調査等を実施した。

【県の財政支出の有無】

無

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】

【事業８】名称：検査分析事業（民間等受託）

【事業内容】
　事業者等からの依頼により、施設の維持管理等に係る大気・水質・土壌・悪臭・廃棄物等の調査分
析を実施した。

【事業収支】 【事業支出】

無

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

有（県内） 補足説明 （公社）千葉県浄化槽検査センター 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

▲ 3,527 千円 199,459 千円 0 千円 195,932 千円 4,156 千円 4,156 千円

14,333 千円 97,494 千円 0 千円 111,827 千円 70,522 千円 51,409 千円

【事業７】名称：浄化槽法定検査事業 【事業区分】 収益事業

【事業内容・実績】
　浄化槽法に基づき、千葉県の南部地域（11市3町）に設置されている浄化槽（新設・既設）の検査等を実施した。令和4年度の7条
及び11条による検査の実施件数は29,628件。

【公共性・公益性】
　浄化槽の適正な運用を監視することにより、河川及び海域等の水質保全に寄与している。

【事業６】名称：地質環境事業 【事業区分】 収益事業

【事業内容・実績】
　県及び県内市町村、事業者等からの依頼により、土壌汚染機構解明調査、土地履歴調査、地下水モニタリング調査、地下水汚染対
策等の地質環境に関する調査やコンサルティング業務等を実施した。

【公共性・公益性】
　土壌等の状況について中立的立場で調査を実施することにより、環境の保全及び公害による県民の健康被害の防止に寄与してい
る。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

有（県内） 補足説明 環境コンサルティング業者等 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

有（県内＋近都県内） 補足説明 環境監視測定機のメンテナンス業者等 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

31,345 千円 117,306 千円 0 千円 148,651 千円 146,507 千円 110,759 千円

【事業５】名称：環境監視測定局保守管理事業 【事業区分】 収益事業

【事業内容・実績】
　県及び県内４市（市原市、袖ケ浦市、柏市、成田市）が設置する大気環境測定局、酸性雨計等の保守管理業務を実施した。
　また、事業者等からの依頼により、空間放射線量等の測定を実施した。

【公共性・公益性】
　本事業は大気環境の正確な測定に資するものであり、環境の保全及び公害による県民の健康被害の防止に寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

【事業区分】 収益事業

【県の財政支出の有無】
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

４　県の関与等の現状に関する見直し（現年７月１日現在　※ただし、（４）（６）は直近の決算現在）

（５）資本金等に占める
県の出資若しくは出捐の
割合又は金額の妥当性

目標（R1～R10年度）

【名称】

【内容】

【必要性】

（４）県が関与の理由と
している事業が関係する
県計画等の主な達成状況

　鉄鋼業や石油化学工業が集積する臨海地域の千葉市、市原市、君津市、袖ケ浦市が県と同じ金額と割合
で出捐して本団体を設立しており、運営費の補助は行っていないことから、負担割合は妥当である。

（７）団体に勤務する県
現職者の役職・業務内容
と派遣等の必要性

00県が負担【諸手当等を除く給料・報酬の負担者・人数】

【役職・業務内容】

【派遣等の必要性】

（６）運営費補助や赤字
補填等を目的とした財政
支出の名称、内容及び必
要性

名 名県以外が負担

【県が出資等した当初の目的】
　大気汚染、水質汚濁等の公害の発生防止を図るための調査分析や県民への環境保全に関する知識の普及
啓発など、県や事業者とは異なる第三者的立場で実施する団体が必要であった。

【関係を維持する現在の意義】
　当団体は、県や事業者とは異なる第三者的立場で環境保全や公害の発生防止に関する調査、啓発活動等
を行っているほか、地球温暖化防止活動推進センターやエコアクション２１の地域事務局、ちば環境再生
基金事業の運営等を担うなど、各種公益的な事業を実施することで県の環境行政を補完しつつも、より幅
広に千葉県の環境保全の推進に貢献している。
　このような事業を行っている団体は県内では当団体のみであり、これらの事業が適切に実施されるよ
う、引き続き出捐関係を維持していく必要がある。

【県が関与の理由としている事業のうち、他の担い手が存在している事業】

【他の担い手が存在している場合であっても関係を維持する意義】

　当団体は、県の環境行政を補完しているばかりでなく、行政と事業者をつなぎ、また中立的な立場から
大気、水質、土壌、悪臭、廃棄物等の調査分析や環境保全に関する普及啓発等を行うとともに、長期にわ
たり実施してきた経験・ノウハウを有している。
　また、当団体は、法令等に基づき、地球温暖化防止活動推進センターやエコアクション２１の地域事務
局に指定・承認された県内唯一の機関である。

（３）県が自ら施策を実
施することその他の事業
手法と費用対効果を比較
して、出資又は出捐関係
を維持する意義

（１）当初の目的を踏ま
えつつ現在において必要
性を問い直してもなお、
出資又は出捐関係を維持
する意義

（２）類似団体や民間団
体などの他の担い手が存
在している場合において
もなお、出資又は出捐関
係を維持する意義

216件 累計700件

【指標と事業の関係性及び達成状況】
　ちば県境再生基金では、県内市町村や市民団体等が自ら又は協働によって行う環境保全活動等に対し
て、事業費の助成等の支援を行っている。
　基金による助成事業の実施件数は基準年度から順調に増加しており、自主的な環境保全活動の更なる活
性化に寄与している。

【計画等名】
千葉県環境基本計画（対象期間：R1～R10）
【指標名】
家庭の世帯当たりエネルギー消費量（単位：件）

【指標と事業の関係性及び達成状況】
　本指標は、二酸化炭素の排出に繋がるエネルギー消費量のうち、家庭における状況を測るもので、当団
体は千葉県地球温暖化防止活動推進センターとして、家庭における省エネ・節電について啓発を行ってい
る。
　当団体は、千葉県地球温暖化防止活動推進員と連携を図り、出前講座、地球温暖化対策をテーマとした
各種イベントでの広報活動等を行っており、基準年度比でのエネルギー消費量の削減に寄与している。
※１…資源エネルギー庁が毎年公表（直近では令和4年度に平成30年度のデータを公表）している「都道
府県別エネルギー消費統計」のデータから算出している。
※２…千葉県環境基本計画の対象期間は令和元年度～10年度としているが、「千葉県地球温暖化対策実行
計画～CO2CO2スマートプラン～（平成28年9月）」で目標年度を2030年度（令和12年度）と定めているた
め、千葉県環境基本計画においても当該指標の目標年度を令和12年度としている。

基準（H25年度）

34.8GJ/世帯 29.4GJ/世帯

【計画等名】
千葉県環境基本計画（対象期間：R1～R10）
【指標名】
ちば環境再生基金による助成事業の実施件数（単位：件）

基準（H29年度） 実績（R1～R3年度）

64件

実績（H30年度）※１ 目標（R12年度）※２

24.4GJ/世帯
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

５　関与方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

５－２　経営健全化方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

※公社等外郭団体関与指針第５の１（２）に規定する次の法人に該当する場合で、要件の詳細は同細則４をご覧ください。

　・債務超過法人

　・実質的に債務超過である法人

　・近年の経常損益の状況から赤字が累積し、近い将来、債務超過に陥る可能性が高い法人 

　・県が多大な財政的リスクを有する法人

（５）県とし
ての今後の対
応の方向性

（１）関与方
針区分　※

・累積赤字の解消（新規受注の確保、内部管理費の抑制等）
・今後予想される定年退職者の増加に伴う退職金の積立
・計画的な職員採用
・老朽化した施設、機器の計画的な更新

　将来経費に備えた積立が必要になるため、累積赤字の解消を図りつつ、中長期的な収支推計、採用計画及び施
設・設備の更新に係る検討を求める。

・水環境の改善にあたっては、事業活動や家庭からの排水が適切に処理されることが重要であり、令和４年度は
29,628件の浄化槽法定検査を実施した。(令和３年度：28,985件）
・土壌汚染対策法に関連した案件が増加傾向にあるため、積極的な営業活動を行い、令和４年度は16件の調査業務
を受託した。（令和３年度：11件）
・千葉県いすみ環境と文化のさとセンターの指定管理者として、利便性向上のためフリーWi-Fiを設置したほか、環
境学習等に関する講座や学習会を開催し、令和４年度の入館者数は6,654人となった。（令和３年度：6,516人）
・各種業務の受注確保に向け、入札情報の取得や積極的な営業活動に努めた。

世界的なインフレによる消耗品や燃料費の高騰、また大型案件の受注が確保できなかったことなどにより、６年ぶ
りに赤字決算となった。

（１）策定要
件の該当性※

（３）取組実
績とその成果

（４）課題

（２）県とし
ての具体的な
取組　※

関与維持（県と連携した経営改善）

○単年度黒字を確保し、累積赤字を削減するため以下の取組を求める。
　・事業者等受注先の多様化に伴う営業基盤の強化
　・浄化槽法定検査事業の安定的運営の構築
　・業務量に応じた組織体制の随時見直し
　・事務改善等による内部管理費の抑制
○経営安定化を図るため以下の取組を求める。
　・中期的な職員採用及び施設・設備の更新の見直しを盛り込んだ経営戦略の検討

※　関与方針とは、令和４年１２月２７日策定の「公社等外郭団体関与方針」であり、「関与方針区分」や「県としての具体的な取
組」は、そこから転記しています。

該当しない
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

６　地方自治法に基づく監査の状況（既に公表されている監査結果等）

（１）財政的援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

※1「監査結果」の「指摘事項」「注意事項」は県報別冊「監査結果」（いわゆる監査報告書）の内容を記入しています。

※2「措置の内容」は県報別冊「監査の結果に係る措置の通知の公表」（いわゆる措置公表）の内容を記入しています。

（２）包括外部監査（地方自治法第２５２条の３７第４項等）

※該当がある場合は、直近１年度分を記入しています。

該当の有無

【指摘事項】
該当なし

無

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】

【注意事項】

【注意事項】
該当なし

措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日

措置の内容　※2

該当なし

該当なし

監査実施の有無

１つ前の実施年月日 元号　　年　　月　　日 措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日 監査実施の有無 無

監査結果　※1

【注意事項】

２つ前の実施年月日 元号　　年　　月　　日 措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日 監査実施の有無

無直近の実施年月日 元号　　年　　月　　日

措置の内容　※2

【指摘事項】

監査結果　※1

元号　　年度 元号　　年　　月　　日

監査結果
※以下のリンク先をご覧ください

措置の内容
※以下のリンク先をご覧ください

監査テーマ

実施年度 措置の公表年月日

無
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

７　組織運営等の状況（直近の決算現在）

（１）理事会等の状況

※「開催回数（書面）」では、延べ開催回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数（書面）」では、定例的に開催している回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数の平均出席率」では、書面開催を除く各回の理事等の出席率（出席者の数÷全構成員の数）を計算し、

　その和の平均（出席率の合計÷書面開催を除く定例回数）を計算して計上しています（百分率で小数点第１位を四捨五入）。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

（２）監査の状況

※監査又は会計に識見を有する者の詳細は、公社等外郭団体関与指針細則７をご覧ください。

（３）採用している会計基準

（４）財務諸表等の作成・公表・備置の状況

※「公表」とは、原則として団体のホームページで公表することです。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

有 無 無

有 無 無 無 有

有 有 無 無 有

無

新公益法人会計基準（平成20年改正）

有

監事又は監査役
としての就任

実施の有無

義務の有無

有

有

名称

無

無 無 無

有

有

無

有

その
他欄

作成義務
の有無

作成の有無
公表義務
の有無

公表の有無

就任の有無 実施している外部的な監査の内容

該当なし

該当なし

内部的な
監査

外部的な
監査

監査の状況
（行政による監査等は除き、

団体主体のものに限る）

補足事項

―

有

無 無 無 無 無

備置の有無

有

備置義務
の有無

有 有 無 有

有

義務回数
開催回数
（書面）

有

無

無 有

無 無無

有

有 有 有

有 無 無 有

有

無 無 無

有

無

無 有 無 無 無 無

無

無 無

有 有

定例回数
（書面）

2(0)

開催状況

備置義務の
有無

有

備置の有無

有 有

理事会等の状況

理事会又は取締役会

議事録

定例回数の
平均出席率

作成義務の
有無

作成の有無

2 4(2) 64%

無 無

有

無 有 無

無

無 有

業務の委託方法に関する規程

資金運用に関する規程

個人情報保護に関する規程

社団法人の構成員である
社員の名簿

事業報告書

貸借対照表

正味財産増減計算書等又は
損益計算書若しくはその要旨

キャッシュフロー計算書

附属明細書

財産目録

事業計画書

収支予算書

役職員の報酬及び給与に関する規程

有 有 無 無 有

無 無 無

有 無 無 無

無 無 無 有

無

情報公開に関する規程

無

有

有無 有 無 無 無

有 無

公認会計士又は監査法人

監査又は会計に識見を有する者

財務諸表等の名称

定款

役員名簿
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

８　役職員等の状況

（１）常勤の役職員数 （単位：人） （各年度７月１日現在）

常勤役員数 ①～⑤の和

プロパー ①

民間人材　※1 ②

県退職者 ③

県現職者 ④

その他 ⑤

常勤職員数　※2 ⑥～⑨の和

プロパー ⑥

県退職者 ⑦

県現職者 ⑧

その他 ⑨

※1 「民間人材」とは、プロパー、議員、自治体の首長、行政職員（退職者を含む）等ではない外部の人材です。

※2 「常勤職員」とは、正規・非正規を問わず、団体が常勤職員として雇用している方です。

（２）常勤役職員の平均年収等の状況

※この表は実人員数に基づいて記入しています。

　実人員数とは、ある年度中の毎月1日現在の役職員数を合計して12か月で割り、小数点第2位を四捨五入しています。

※該当者が１名しかいない場合、個人情報保護の観点から平均年齢・年収は「＊」となっています。

９　中長期的な計画や達成目標となる指標の策定状況

常勤職員

2 人）

千円

人）

歳

0

指標の達成状況

対象期間

人（

0 0 0 0

1

0

歳

1

平均年齢

平均年収

43 44

6,900

歳 歳

平均年収 千円 千円

常勤役員

　令和4年度で6年目となった浄化槽法定検査事業は、前5か年計画において毎年度検査基数の増加を達成するこ
とができた。検査員数についても令和4年度は目標どおり採用できており、事業が軌道に乗りつつあるものの、
事業の採算性については更なる収益確保や経費節減に取り組む必要がある。その他の事業で不足した職員につ
いても、年度ごとに収支の状況と退職者数のバランスを取りながら採用試験を実施し、組織の維持に努めてい
る。

現年度
（R5年）

2 2 2 2 2

項　目

取組状況

1

0 0 0 0

1

65

1

特記事項

0 0

策定の有無

1

0

0

直近４年度前
（R1年）

直近３年度前
（R2年）

前々年度
（R3年）

0 0

1

71 72 75 77

65 71 72 75 76

1 1

前年度
（R4年）

1 1

0 0 0 0

0

1

0

0 0 0 0 0

人） 75

0 0

項　目

人（

人数（内数：県退職者及び県現職者） 72 人（ 0

概要

策定年月日

未公表

千円

2 人（ 1

直近決算（R4年）

62 63

令和4年5月23日

該当なし

　環境保全業務における技術集団としての強みを生かし、社会的信頼の維持・向上と県、市から出捐を受けて
いる一般財団法人として公益的業務の推進と中立性・公正性の視点から各種業務を継続して遂行していくこと
とする。
　また、経営基盤の安定を図るため単年度黒字を確保しつつ、人材の育成と技術力の維持向上に努めるととも
に、適切な施設、機器の改修、更新を実現し、次の世代に引き継げるよう体制の整備を進めることとする。

指標１：収入（千円）【実績(R4)】1,031,612【目標(R4)】1,151,176
指標２：利益（千円）【実績(R4)】▲25,510【目標(R4)】8,161
指標３：正職員数（人）【実績(R4)】64【目標(R4)】68
指標４：新規採用職員数（人）【実績(R4)】5【目標(R4)】4

有

第4次経営改善5か年計画

6,900

令和4年度～令和8年度

例：4～6月（3か月間）の役員数が5名、7～12月（6か月間）が6名、1～3月（3か月間）が5名であった場合は、
（15人＋36人＋15人）/12か月=5.5人となります。

平均年齢

4,800 4,733

人数（内数：県退職者及び県現職者）

名称 公表方法

前年度決算（R3年）

0 人）
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

１０　財務状況 （単位：千円又は％）

（１）貸借対照表

公益法人会計の場合

（２）損益計算書

公益法人会計の場合（正味財産増減計算書等）

（３）主な経営指標

公益法人会計の場合

※正味財産が「０」又は債務超過の場合、「自己資本比率」「有利子負債比率」は計算できません。

該当なし

基本財産 100,000 100,000 0.00% 該当なし
参
考

100,000

項　目
前々年度決算
（R2年）

前年度決算
（R3年）

4.53%
資
産

流動資産 600,576 627,078 555,023 ▲ 11.49%

　うち有形固定資産 1,229,069 1,239,021 1,297,479

965,408 2.36%

固定負債 232,997 212,589 276,446 30.04%

　うち有利子負債 530,000 530,000 530,000

684,188

4.72%

資産合計 1,830,548 1,874,676 1,859,124 ▲ 0.83%

730,595 688,962

▲ 55,031

その他支出 0 0 0

経常費用

負
債

流動負債

▲ 63,671

直近増減率
（前年度比）

繰越損益相当額 ▲ 55,031 ▲ 38,162 ▲ 66.84%

▲ 8.50%

―

経常外収益 0

　うち長期借入金 0 0 0

1,063,886

直近決算
（R4年）

正味財産合計 913,363 931,492 893,716

―

負債合計 917,185 943,184

2,976 0 ▲ 100.00%

当期正味財産増減額 24,220 18,129 ▲ 37,777 ―

当期一般正味財産増減額 27,452 16,869 ▲ 25,510 ―

当期経常外増減額 0

0 0 ―

―

27,452 19,845 ▲ 25,510 ―

　うち管理費

1,056,992 1,142,906 1,089,396 ▲ 4.68%

前々年度決算
（R2年）

前年度決算
（R3年）

直近決算
（R4年）

87.78% 85.83% 80.56%

49.90% 49.69% 48.07%

項　目

流動比率（流動資産÷流動負債×100）

自己資本比率（正味財産÷（負債＋正味財産）×100）

―

0 ▲ 2,976

当期経常増減額

当期指定正味財産増減額 ▲ 3,232 1,260 ▲ 12,267 ―

経常外費用 0

56.90%有利子負債比率（有利子負債残高÷正味財産×100）

0 0

58.03% 59.30%

評価損益等 0 0 0 ― 該当なし

該当なし

分析機器のリース購入による増

該当なし

該当なし

該当なし

経常損益による一般正味財産の減

該当なし

該当なし

1,162,751 該当なし

該当なし

退職給付金の減による管理費減

▲ 4.06%

　うち事業収益 1,049,868 1,123,753 1,023,586 ▲ 8.91%

経常収益 1,084,444

66,073 82,761 73,690 ▲ 10.96%

項 目

▲ 5.70%

前々年度決算
（R2年）

前年度決算
（R3年）

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

該当なし

0.00%

指定正味財産 968,394 969,654 957,387 ▲ 1.27%

1,247,598 1,304,101

直近決算
（R4年）

直近増減率
（前年度比）

正
味
財
産

一般正味財産

　うち評価損益等 0 0 0 該当なし

経常損益による正味財産の減

事業収益減による経常増減額の減

該当なし

基金の寄付金収入の振替が無かっ
たため
基金の寄付金収入の振替が無かっ
たため

経常損益による正味財産の減

基金事業実施のための取り崩し

▲ 38,162 ▲ 63,671 ▲ 66.84%

固定資産 1,229,972

100.00%

その他収入 0 該当なし

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

事業収益減による資産の減

該当なし

該当なし

該当なし

経常損益による一般正味財産の減
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和５年度）

１１　借入金等残高等の状況 （単位：千円又は％）

各年度の借入金等

各年度の償還金等

借入金等決算残高 ①＋②

経営難を理由としたもの ①＝③＋⑤＋⑦

それ以外のもの ②＝④＋⑥＋⑧

県 ③＋④

経営難を理由としたもの ③

それ以外のもの ④

県以外の行政 ⑤＋⑥

経営難を理由としたもの ⑤

それ以外のもの ⑥

民間その他 ⑦＋⑧

経営難を理由としたもの ⑦

それ以外のもの ⑧

県による損失補償等の額※ ⑨＋⑩

経営難を理由としたもの ⑨

それ以外のもの ⑩

※　損失補償等とは、損失補償、損失てん補又は債務保証です。

１２　総収入と県の財政支出等の状況

（１）総収入と県の財政支出等 （単位：千円又は％）

総収入 ①＝②～⑥の和

運用益収入 ②

会費収入 ③

寄附収入 ④

行政からの委託料等収入 ⑤

その他収入（②～⑤以外） ⑥

県の財政支出 ⑦＝⑧＋⑨＋⑩

対総収入割合 ⑦÷①

委託料 ⑧

対総収入割合 ⑧÷①

補助金・交付金・負担金 ⑨

対総収入割合 ⑨÷①

その他（⑧⑨以外） ⑩

対総収入割合 ⑩÷①

有価証券等損益 ⑪＋⑫

有価証券等評価損益（含み損益） ⑪

売却・償還・配当等損益（実損益） ⑫

（２）県からの財政的な支援（借入金及び損失補償等を除く） （単位：千円）

30.84% 32.59% 34.84% 2.25%

保有・運用中の有価証券等の取得額

0 0 0

―

―

▲ 17.64%

205 271 271

0 0 0

530,225 596,824 491,557

16,912 22,757 11,183 ▲ 50.86%

341,959 385,827 357,523 ▲ 7.34%

523,099 ▲ 7.25%561,321 564,004

530,000 530,000 0.00%

0 0 0 ―

530,000 530,000 530,000 0.00%

530,000 530,000 530,000 0.00%

項 目
前々年度決算

（R2年）
前年度決算
（R3年）

直近決算
（R4年）

直近増減率
対前年度比

530,000

項　目

3.35%

運営費補助

赤字補填等

経営難を理由とした追加出資又は出捐

0.00%

0 0

―

0 0 0 ―

530,000 530,000 530,000 0.00%

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

530,000 530,000

―

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

直近４年度前
（H30年）

直近３年度前
（R1年）

前々年度
（R2年）

前年度
（R3年）

直近決算
（R4年）

0

0.00% 0.00% 0.00% ―

直近決算
（R4年）

項 目
前々年度決算

（R2年）
前年度決算
（R3年）

0.93% 1.11% 0.18%

0.00%

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0

33.74% 2.07%

10,858

0

直近増減率
対前年度比

1,108,663 1,183,856 1,026,110 ▲ 13.32%

0 0

530,000

0 0 0 ―

530,000 530,000 530,000 0.00%

0 0

―

資
金
運
用
等

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0

10,988 11,356

0.98%

借
入
・
償
還
先
の
内
訳

県
の
財
政
支
出
の
内
訳

331,101 374,839 346,167 ▲ 7.65%

29.86% 31.66%
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